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こんにちは、鉾立です。 

過去の経験則上、毎年 1 月は一年の中でも年末に次いで案件が集中する

月なのですが、今年も年始から新規案件の問い合わせが相次いでいます。

（特にホームページ経由が多いです。） 

やはり財産の問題、経営の問題など重要なことは、年末年始に家族が集

まったときなどに話し合われているのでしょう。そして、「先送りせずに、

今年こそは実行しよう」「思い立ったら早めに動こう」などと、新年早々

から問い合わせをされているように感じます。 

というわけで、今月のニュースレターも例によって月末になってしまい

ましたが（汗）、本年も宜しくお願いいたします！ 

『遺産整理業務が絡んだ肩代り融資案件』 

今回は、遺産整理業務が絡んだ肩代り融資案件

をご紹介します。 

平成 6 年に某メガバンクから 2.7 億円の融資を

受け、賃貸マンション経営をされていた T 様ご家

族。近年は家賃水準の低下と修繕費の支出増加で

アパートローンの返済が厳しい状態が続いてお

り、メガバンクに借入れ期間の延長を申し出るも、

対応してもらえなかったそうです。そんな折、取

引先信用金庫から肩代わり融資の提案を受けてい

たお父様に相続が発生。肩代わりの話を進めるた

めには、まずお父様の相続手続きを終わらせる必

要があるということで、当事務所が遺産整理業務

を担当させていただくことになりました。 

お父様は公正証書遺言を残されていたのです

が、遺言執行者である某信託銀行が規定どおりの

報酬を確保できないという理由で執行者を辞任し

ていたため、当事務所代表が新たに遺言執行者に

就任。債権者であるメガバンクとの調整、複数行

の預金解約手続きのほか、パートナー税理士と連

携して相続税の申告、パートナー司法書士と連携

して相続登記まで、トータルで相続手続きをサポ

ートさせていただきました。 

平行して、取引先信用金庫による肩代わり融資

1 億 3,500 万円が無事実行。時間はかかりました

が、関係当事者全員がハッピーになるような案件

でした。 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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地域金融機関の職員様向けニュースレター 

顧客相談 

サポート通信 

― 顧客相談対応の引き出しを増やし、ビジネスチャンスにつながる情報をお届けします ―

※2014 年 1 月現在、都内を中心に 8 金融機関・63 店に本ニュースレターをお届けしています。
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＜信用金庫職員様の声＞ 

■「1 年間、本件に関して色々と親身に相談に乗

ってもらって有難かったです」（中野区 信用金庫

渉外係長 Y.O 様 40 歳） 

――お客様からご相談を受けた経緯についてお聞

かせください。 

前の支店長のときからの肩代り融資案件で、当

時は連保の関係と、収入面（財源）が弱かったた

めできなかったのですが、間があいて、私が担当

者として、またお客様にお声掛けをさせていただ

きました。「資金繰りのこと？ じゃあ相談しよ

う」とご本人とお話しさせていただいた直後に、

（ご本人に）相続が発生してしまいました。 

当初、ご相続人である娘さんの成年後見人にな

っている弁護士が相続をまとめてくれると思って

いたのですが、いくらたっても手続きが進まない

ので、鉾立先生にご相談させていただきました。

――なぜ当事務所のことを活用しようと思ったの

ですか？ 

相続人の方に聞いたところ、他に相談先はない

とのことでしたので、支店長から「鉾立先生なら

気楽に相談できるから電話してみなよ」と聞いて、

連絡させていただきました。 

まず、全体の手続き費用が知りたかったので、

先生と税理士と司法書士の費用を取りまとめて試

算していただくことからお願いしました。 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。 

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見   
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理     

■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

1 億 3,500 万円の融資となりました。メガさんから

の肩代りでしたが、期間延長と一本化のメリット

で、資金繰りはだいぶ楽になったと思います。 

もっとも、大事なのは今後のことです。修繕や

税金、諸費用等について、毎月 1 回の訪問でうち

にいつでも相談してもらえるようにして、早めの

対応を心がけて行きたいと思います。 

――実際に当事務所の機能を活用されてみていか

がでしたか？ 

今年 1 年間、本件に関して色々と親身に相談に

乗ってもらって有難かったです。これからもよろ

しくお願いします！ 

――融資実行まで長丁場となりました。 

ただの肩代りではない案件でした。貸室のリ

フォーム代金、それを補填するための複数のカ

ードローン、固定資産税や住民税の滞納、稟議

の最中に東京都の差押えが 2 回、など、次から

次へと色々あって、なかなか残高が確定できず

に苦労しました。ご相続人の方に同行して都税

事務所に差押え抹消の相談にも行きました。保

全（担保）は大丈夫だったのですが、何しろ財

源が厳しかったので。 

――その後、無事融資が実行されました。 

まず、税金滞納分（差押抹消）と専門家費用

等を手貸しで 880 万円、最後に一本化して、計

昨年末、経費を使う関係で、パソコン、デスク、

書棚などをまとめて購入した結果、正月休みにこ

れらの荷物が一気に届き、パソコンの設定や家具

の組み立て・設置などで大変なことになっていま

した。お蔭で正月休みはほとんどなし。が、懸案

だったオフィスのレイアウト替えはほぼ理想どお

りの形に落ち着きました。着々とアシスタントス

タッフ採用の準備を進めて行きたいと思います。
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 ホームページ http://www.hokodate-jimusyo.com ≫   鉾立 事務所   検索 
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＜編集後記＞ 

※営業店異動の際は、大変お手数ですが当事務所までお知らせ頂けますと幸いです。

9:00～20:00
土日祝休 

相談業務に役立つ小冊子 
『間違いのない遺言書

の書き方 ５つのチェッ

クポイント』 

無料進呈中 お気軽に 
ご連絡ください! 

＜サポート事例＞ 

宅地建物取引業免許 東京都知事（1）第 94647 号

□財産の問題で困っているお客様がいる 

□経営の問題で困っているお客様がいる 

□お客様の問題を解決して、融資につなげたい 


